
市長記者会見資料 

令和７年２月 12日 

総務部管財契約課 

 

「新庁舎整備ロードマップ」の作成について 

 

市役所現庁舎は昭和 55（1980）年に建築後、44 年が経過するなか、老朽化の進行・

耐震性の一部不足・デジタル化・環境性能等の現庁舎の課題を解決し、今後、災害対応

等の様々な市民サービスの向上や社会情勢の変化に対応できる庁舎整備を推進してい

く必要があるため、令和 16（2034）年度内の市役所新庁舎の竣工を目指して「新庁舎

整備ロードマップ」を作成しましたので公表します。 

 

《ポイント》 

 １ 令和 16年度内の市役所新庁舎の竣工を目指す 

・引越しや開庁準備作業の終了後、新庁舎での業務開始は令和 17 年度を予定 

 ２ コンセプトの検討から整備完了までの工程を STEP１～４に分け、段階的に推進 

・STEP１（R7 ～ 8）：新庁舎のコンセプト決定 

R7～ 庁内検討会、R8～ 新庁舎整備検討委員会の開催 

・STEP２（R9 ～10）：「新庁舎整備基本構想」及び「新庁舎整備基本計画」の策定 

・STEP３（R11～13）：新庁舎の設計 

・STEP４（R14～16）：新庁舎の工事、竣工 

 ３ 市民からの意見聴取を実施 

・市民アンケートや、新庁舎整備検討委員会にて有識者等からの意見聴取を行う 

 ４「新築・既存施設への移転等の方針」と「整備地」は、STEP２で決定 

※ 新庁舎整備検討委員会での移転等の方針や整備地に関する報告等を踏まえ、 

STEP３以降のスケジュールを変更する場合があります。 

 

【別紙資料】 

・新庁舎整備ロードマップ〔概要版〕資料№１ 

・新庁舎整備ロードマップ     資料№２ 

 

【問合せ先】総務部 管財契約課 新田 

                          TEL：20-1384（内線 2319） 



STEP

１
STEP

２

高岡市・新庁舎整備ロードマップ 〔概要版〕

R16（2034）年度内の新庁舎竣工を目指します。

STEP

３

新庁舎整備基本構想／基本計画の策定

• 新庁舎整備基本構想の策定 ⇦意見聴取（パブコメ等）

• 複数候補地の中から整備地の最終決定

• 用地交渉（市有地以外の取得が必要となった場合）

• 現庁舎跡地利用の検討（現在地から移転の場合）

• 新庁舎整備基本計画の策定

新庁舎の設計

• 設計事業者の選定

• 基本設計 ～ 実施設計

R7~R8 R11~R13R9~R10

【庁内検討会】新庁舎整備検討委員会での議論につなぐ

・災害対応機能、環境性能等（一般的な検討事項）

（高岡市独自の取組み・状況に係る効果検証／分析調査）

・ワンストップ窓口の効果検証

・「どこでも市役所シリーズ」推進の効果検証

・既存施設活用の可能性調査

・分散型業務執行（分散型庁舎）の実証

【新庁舎整備検討委員会】（R8～R10）

（有識者、経済団体、青年団体、連合自治会、福祉関係、

教育関係など各種団体、公募市民等から構成）

・「基本構想案」…基本理念、事業手法、整備地など

・「基本計画案」…機能、規模、構造など

・市民意見聴取の結果を踏まえた議論

・検討報告書を市長へ提出

新庁舎のコンセプト決定

• 庁内検討会による庁舎機能の基本方針整理

• 新庁舎整備検討委員会の設置・開催

有識者、関係団体等からなる委員にて構成

１ 基本理念／新庁舎の役割、適正規模

２ 事業手法（新築・既存施設活用等）

３ 庁舎整備候補地案の絞り込み

市民アンケート／職員アンケートを実施・検証

主
な
検
討
項
目

資料№１

STEP

４

R14~R16

※ 旧庁舎の解体（新庁舎完成後）

※ 新庁舎整備検討委員会の開催

※ 市民アンケートの実施・検証

NEW START！

新庁舎の開庁

• 開庁式

• 市民サービス開始

※ 新庁舎整備検討委員会の開催

※ 市民からの意見聴取（パブコメ等）の実施

「市民目線」

市民が庁舎に求める役割とサービス

を提供する市側の体制について検討

「市民目線」

今後の庁舎のあり方を提示・意見聴取

＋α 都市のアイデンティティ

（高岡市らしさ）を表現R9

R12～R13R11～R12

R14～

R10

R7

R8～

＋

新庁舎の工事

• 整備事業者の決定

• 整備着工 ～ 竣工

• 引越し



R6 R11 R12 R13 R14 R15 R16

●庁内検討会による庁舎機能の基本方針整理 (①～⑤ 他)

・課題の洗い出し

・庁舎規模に関わる各取組みの効果検証／分析調査

　 ①ワンストップ窓口の効果検証

　 ②「どこでも市役所シリーズ」推進の効果検証

　 ③既存施設活用の可能性調査

　 ④分散型業務執行（分散型庁舎）の実証

　 ⑤災害対応機能、環境性能に優れた庁舎　他

・職員アンケートの実施

●新庁舎整備検討委員会の設置・開催

・１ 基本理念／新庁舎の役割、適正規模　等

・２ 事業手法（新築・既存施設活用等）

・３ 庁舎整備候補地案の絞り込み

・市民アンケートの実施

・新庁舎のコンセプト（上記１～３）の取りまとめ作業

・基本構想／基本計画の策定業務委託 仕様の検討・事業者選定

●新庁舎整備基本構想の策定

　現庁舎の現状と課題 ～ 新庁舎整備の必要性

　１ 基本理念／新庁舎の役割、適正規模

　２ 事業手法（新築・既存施設活用等）

　３ 庁舎整備候補地案の絞り込み

・新庁舎整備基本構想（素案）の取りまとめ作業

・基本構想（素案）に対する市民意見聴取（パブコメ等）

■新庁舎整備基本構想案の答申・策定

●複数候補地の中から整備地の最終決定

●新庁舎整備基本計画の策定

　新庁舎の位置／新庁舎の機能／新庁舎の規模

・敷地内の配置計画

・整備手法／整備工程／耐震構造

・概算事業費設定／財源計画

・設計～整備スケジュールの詳細決定

　⇒ロードマップ《STEP３》以降を公開

・新庁舎整備基本計画案の取りまとめ作業

■新庁舎整備基本計画案の答申・策定

※整備地や事業手法等により、STEP３以降のスケジュールは変動する可能性があります。

STEP３ STEP４

高岡市・新庁舎整備ロードマップ
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項　　目

基

本

構

想

STEP１

R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

●現庁舎跡地利活用の検討　※現在地から移転の場合

庁内検討（課題洗い出し～効果検証） 基本構想策定・整備地決定 基本計画策定 工事コンセプト決定

・「検討報告書」の取りまとめ

（後日、市長へ提出）

《STEP１≫２》

・基本構想（素案）提示

・整備地最終案を含めた

基本構想の答申案まとめ

・基本計画の

答申案まとめ

資料№２

・市民アンケート結果の報告

・新築／既存施設活用等の考え方を整理

・整備場所の複数候補地案の提示

市民アンケート（詳細未定）

・来庁用件、現庁舎の使いにくい点、

ワンストップ窓口等の評価、

市民目線での新庁舎に必要な機能等

高岡市独自の

取組み・状況に係る

効果検証／分析調査

・庁内検討内容の説明

・基本理念案の提示

・アンケート内容の提示

設計

STEP３≫STEP４の

詳細スケジュールは

STEP２の段階で公表予定
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R16（2034）年度内の

竣工を目指す

【新庁舎整備基本計画】

・基本構想で示した内容を具体化する基本的な計画。

導入する機能や施設規模、配置計画、整備手法、耐震構造、

概算事業費など、基本設計に向けた与条件を整理する。

【新庁舎整備基本構想】

・庁舎整備を進めていく上での基本的な指針。

新庁舎の役割や方向性を、基本理念及び基本方針等として

掲げ、それを実現するために必要となる適正な規模を設定

し、整備候補地の比較から整備地最終案への絞り込みなど

次の基本計画 へとつなげるための重要なステップとなる。

【新庁舎整備検討委員会】

・新庁舎整備について必要な事項を検討するために設置する。

・有識者、経済団体、青年団体、連合自治会、福祉関係、

教育関係など各種団体、公募市民等から構成され、新庁舎

整備の協議を行い、市長に対し意見を述べる役割を担う。 設計者選定

整備事業者

決定


